
ぎふ清流ＧＡＰ評価制度に係る運用について 
 

 

１ 評価対象農産物について（要綱第２条第１項） 

・ 米は、玄米までとする。但し、ロゴマーク使用取扱要領別表１の確認がで

きた場合は、精米までとする。 

・ 茶は、荒茶までとする。但し、ロゴマーク使用取扱要領別表 2の確認がで

きた場合は、仕上茶までとする。 

・ その他食用作物は、大豆、そば、ごま、こんにゃく芋等。 

・ 加工品（干ししいたけなど）は、評価対象外とする。 

 

２ 農場評価証書の登録番号について（要綱第２条第３項） 

・ 農場評価証書とともに登録番号を交付し、登録番号の付け方は下記のとお

りとする。なお、農場評価証書が交付されない場合は、登録番号も交付さ

れない。 

・ ＧＡＰ到達レベルが Advance（アドバンス）の場合は、登録番号の頭に「Ｐ」

を付す。 

・ 登録番号は、「表示可否」「区分」「登録順」の順で表す。 

・ 同一申請者で、同じ区分に複数品目申請がある場合は同じ番号とする。 

・ 同一申請者で、区分が複数ある場合は、区分ごとに登録番号を付ける。 

 

３ 評価申請期間等について（要綱第６条、第１２条） 

・ 申請期間は更新の場合も含め、４～１２月とする。申請期間内に所管の農

林事務所において受理されること。 

・ 更新の申請は、評価の有効期間の満了日の１年前から可能であり、有効期

間の最終年度の内に申請すること。 

・ 農場評価は、原則申請があった翌月までに行う。ただし、申請件数が評価

可能な件数を超えた場合及びその他やむを得ない事情がある場合は、この

限りではない。 

・ 評価期間において、以下に該当する場合は、申請時期を改めること。 

（ア）生産もしくは出荷調整状況が確認できない場合 

（イ）施設改修中などの理由により施設の確認ができない場合 

申 請 区 分 
登録番号 

Advance 

(アドバンス) 

区
分 

登録順 

農産物 
（作物、野菜、果樹、花、その他） 

可 Ｐ 
Ａ １〜 

否 ― 
上記のうち、 
化学肥料・化学農薬不使用 

可 Ｐ 
Ｎ １～ 

否 ― 

林産物（きのこ類） 
可 Ｐ 

Ｆ １〜 
否 ― 



（ウ）その他の理由により、施設への立ち入り等ができない場合 

（エ）書類整備などの評価を受ける準備ができていない場合 

・ 一次結果報告書送付後、是正期間（概ね 1か月）を設けたのち、判定委員

会を開催する。 

・ 判定委員会は、原則年５回（４，７，９，１１，２月）行い、判定委員会

開催日の１か月前までに是正確認が終了した農場を対象として判定を行

う。この期間を過ぎた農場は次回の判定委員会において判定を行う。 

・ 農場評価証書発行時期は、別途、農産園芸課から通知する。 

 

４ 評価に係る事務手続き（要綱第６条） 

・ 米、麦、野菜、果樹、茶、その他食用作物、花き、種苗は、ぎふ清流ＧＡ

Ｐ評価制度事務フロー図別紙１のとおりとする。 

・ きのこ類は、ぎふ清流ＧＡＰ評価制度事務フロー図別紙２のとおりとする。 

・ きのこ類の申請については、申請書類送付時に、林政部から評価員１名を

選定し、農政部へ報告すること。 

 

５ 評価及び是正について（要綱第７条、第８条） 
（１）農場評価について 

  ・ 農場評価の範囲は、農場の土地・ほ場・施設の管理、栽培から出荷まで

の生産管理、廃棄物の管理、作業者の管理及びこれらに関わる計画と記

録管理を含む。これらの作業の一部を外部委託している場合は、委託先

の管理状況も評価の範囲とする。  

（２）組織団体の評価について 

  ・ 「組織評価」は、所属する複数の農場の管理・監督の状況、組織におけ

る販売や出荷管理及びこれらに係る記録管理を含む「事務局評価」の項

目、及び所属する個々の農場の管理状況を評価する「サンプル農場評価」

の項目から構成される。作業の一部を外部委託している場合は、委託先

の管理状況も評価の範囲とする。 

  ・ 「サンプル農場評価」は、所属農場の平方根以上の数で抽出したサンプ

ル農場の農場評価を行い、それぞれの評価項目の評価の平均を適用す

る。 

  ・ サンプル農場の選定は、ぎふ清流ＧＡＰ推進センターで行う。 

  ・ 「施設評価」は、組織が管理する集荷場、共同選果場、大規模乾燥調製

施設等の共同農産物取り扱い施設の管理実態を評価するもので、組織

評価のオプションとして評価を受けるかどうか選択することができる。 

  ・ 所属農場の一部を先行取組者として評価申請することができる。但し、

先行取組者として申請することができるのは、２名以上とする。サンプ



ルの抽出は先行取組者の中から行う。令和４年度までに先行取組者 1名

で評価を受けた場合、更新時には２名以上の複数で申請すること。 

  ・ 所属農場の一部が先行取組者として申請した場合、評価適用範囲は申請

農場に限る。 

（３）是正項目の再評価 

・ 一時農場評価結果通知書の受け取り後、是正の有無について意思表示を

行い、1か月以内に再評価を受ける場合は、評価生産者が取り組んだ是

正項目のみ評価を受けることができる。 

・ 是正項目の評価を受けた場合は、その評価により最終結果報告書を作成 

し、評価判定を行う。 

６ 到達レベルの達成とロゴマークの表示について（要綱第８条、第１６

条） 
（１）到達レベルと交付書類、ロゴマークの表示範囲について 

ぎふ清流ＧＡＰ評価制度では、下記の①～③の到達レベルを設定する。 

 

① Advance（アドバンス）の範囲について 

・ 評価、判定後の総合得点の目安が 600点以上かつ評価４がない評

価生産者。 

・ 組織の場合は、施設及び各サンプル農場についても評価４がない

こと。 

・ 農場評価証書、農場評価結果報告書を交付する。 

・ ＰＲ資材にロゴマークを使用できる。 

・ 本項（３）に示す一定要件を満たす場合は、農林産物にロゴマー

クを表示できる。 

② Basic（ベーシック）の範囲について 

・ 評価、判定後の総合得点の目安が 400点以上で Advanceの範囲外の

評価生産者。 

・ 農場評価証書、農場評価結果報告書を交付する。 

・ 農場看板等の農場のＰＲ資材に限り、ロゴマークを使用できる。 

③ Challenge（チャレンジ）の範囲について 

・ 評価、判定後の総合得点の目安が 400点未満の評価生産。 

・ 農場評価結果報告書を交付する。 

 

 

 

 



※１ 農場看板等の農場の PR資材に限る。 

※２ 要件は、ロゴマーク使用取扱要領第３条第２項参照。 

 

 

（２）ロゴマークの農林産物表示の要件の残留農薬検査について 

・ 残留農薬検査は、ISO17025または同等の規格の認定を持つ試験場が行

っていること。分析項目がは 150成分以上の残留農薬検査結果を提出

とすること。農薬不使用の場合は、提出を免除することができる。 

・ 分析した農薬の残留濃度が全て基準値以下であること。 

 

（３）精米、仕上茶へのロゴマーク使用許可について（ロゴマーク使用取扱要

領第２条第３項、第７条） 

・ 評価農林産物へのロゴマーク表示要件に加え、HACCP、トレーサビリテ

ィに関する精米又は仕上茶の追加項目確認項目の全てについて適合し

ていると確認を受けている必要がある。 

・ 追加項目確認申請は、農場評価の申請と併せて提出することにより、

農場評価と同時に追加確認項目についての評価を受けることができ

る。その場合、農場評価証書の交付後にロゴマーク使用の申請ができ

る。 

・ 評価農林産物のロゴマーク使用許可を既に受けている場合、追加項目

確認通知を受けてからロゴマーク使用許可の変更申請を行う。 

 

（４）一部外部委託等がある場合のロゴマーク表示の考え方 

・ 出荷調製を外部委託している場合 

ＧＡＰ到

達レベル 
総合得点等の目安 

交付される書類 ロゴマークの使用（表示）範囲 

結果 

報告書 

評価 

証書 

農場の 

PR ｸﾞｯｽﾞ
※１ 

農林産物、包装資材

及び販促資材 

要件※2 

充 足 

要件※2 

不充足  

A d v a n c e 
600点以上かつ評

価４がない 
〇 〇 〇 〇 × 

B a s i c 
400点以上で

Advanceの範囲外 
〇 〇 〇 × × 

Challenge 400点未満 〇 × × × × 



      農場評価時に外部委託先も含めた評価を受け、委託部分の管理及

び取扱う農林産物のマスバランスが適切である等必要事項が評価で

きる場合は、農林産物表示の対象となる。 

・ 共同農林産物取扱い施設を利用する場合 

      共同農林産物取扱い施設を含む団体として、統一的な生産出荷基

準を定め、当該基準の順守を管理する事務局を有し、対象農林産物

が区分出荷できる場合は、農林産物のロゴマーク表示の対象とな

る。 

 

７ 評価登録料の考え方（要綱第９条） 
（１）評価の範囲及び手数料 

個人・法人  農場評価  必須  ３，３００円 

   組織・団体  組織評価  必須  ３，３００円 

          農場評価  抽出数 ３，３００円×抽出数 

          施設評価  施設数 ３，３００円×施設数 

          ※施設評価はオプション 

（例）１００人の生産部会の場合（施設評価含む場合） 

   農場評価数：１００人の平方根で１０人 ３，３００円×１０人 

   組織評価 ：事務局１件        ３，３００円 

   施設評価 ：選果場１か所       ３，３００円 

                   合計３９，６００円 

 

 

（２）きのこ類と農産物を同じ経営体が栽培している場合の考え方 

・ きのこ類と農産物は、区分ごとに申請を行う。この場合の手数料は、

その都度新規の扱いとなる。 

 

（３）岐阜県ＧＡＰ確認制度の確認を受けた生産者の評価登録料 

・ 評価登録料を１回に限り県が負担する。ただし、制度開始から令和５年

度までの申請期間に申請するものに限る。 

・ 団体、組織の場合は、岐阜県ＧＡＰ確認制度の申請内容にのみ適用する。 

・ 申請時に、申請書類に加えて、確認通知書の写しが必要となる。 

 

例１ １００人の生産部会のうち、１６人が先行して岐阜県ＧＡＰ確認 

制度に取り組んでいる団体が、ぎふ清流ＧＡＰ評価制度に全員で 

申請する場合 

 

農場評価数：１００人の平方根で１０人 ３，３００円×１０人 

   組織評価 ：事務局１件        ３，３００円 

   施設評価 ：選果場１か所       ３，３００円 

                   合計３９，６００円 

 



既に取り組んでいる１６人の平方根の農場評価数 

                      ３，３００円×４人 

   組織評価 ：事務局１件        ３，３００円 

   施設評価 ：選果場１か所       ３，３００円 

合計１９，８００円を県が負担 

 

   必要な評価登録料は、 

   ３９，６００円から１９，８００円を引いた１９，８００円 

 

 

８ 変更申請に係る考え方（要綱第１３条） 

（１）評価登録料について 

・ 要領第８条第１項第３号の構成員の変更や申請品目の変更などで、有効

期限内に評価を受ける場合は、別途評価登録料が発生する。 

（２）評価の有効期間について 

・ 当初の有効期間から変わらないものとする。 

（３）団体の構成員を追加する場合について（一部の構成員が先行的に評価を受

けた後評価の有効期間内に構成員を追加する場合） 

・ 農場評価は、「追加後の取組者全体の平方根以上」と「先行取組者の平

方根以上」の差を実施する。 

・ 差分が０名の場合は、追加する取組者から１名以上を抽出して実施する。 

・ 組織評価の評価点は、追加評価を加えた平均で反映する。 

 

（例１）先行取組２０名、追加する構成員が２０名の場合 

    ・追加後の取組者全体の平方根以上（≧√40） ７名 

    ・先行取組者の平方根以上（≧√20） ５名 

    →差分２名（７－５）の農場評価を、追加する取組者から抽出して実施。 

 

（例２）先行取組６５名、追加する構成員が１５名の場合 

    ・追加後の取組者全体の平方根以上（≧√80） ９名 

    ・先行取組者の平方根以上（≧√65） ９名 

    →差分０名であるが、追加する取組者から１名以上を抽出して実施。 

 

９ 評価情報の公表の考え方（要綱第１５条） 

 ・ 県のホームページ等で情報を公表する生産者は、Basic以上の評価を受け

た生産者とする。 

 

附 則 

１ この運用は令和２年１１月１６日から施行する。 

 

附 則 

１ この運用は令和４年５月６日から施行する。 

 

附 則 



１ この運用は令和５年５月１８日から施行する。 


